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研究論文

多言語主義と相互学習主義：
ベルギーにおける第 2言語教育から

石　部　尚　登
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要　旨

本稿では、ベルギーのフランス語共同体とフラーンデレン共同体の初等・中等教育に

おける第 2 言語教育について、制度的な変遷およびその結果もたらされた状況を検討す

ることで、それぞれの共同体が有している多言語主義観について考察をおこなった。

フラーンデレン共同体では、中央集権国家の時代に導入された相互学習主義的な第

2 言語教育の制度が維持され、原則としてすべての児童・生徒がもうひとつの公用語

であるフランス語を学習している。それに対して、フランス語共同体では、第 2 言語

教育において選択できる言語を複数化したことで、現在、もうひとつの公用語である

オランダ語の選択者数が減少傾向にある。

こうした同一国家を形成する共同体間の第 2 言語教育制度のちがいの背景には、フ

ランス語共同体の「理念型多言語主義」と、フラーンデレン共同体の「現実型多言語

主義」ということなる多言語主義のとらえかたが存在する。前者にもとづく政策は、

国民の相互理解のために不可欠の言語の相互学習を阻害させる傾向があることをしめ

した。

1．はじめに

独立以来のフランス語話者とオランダ語（フラーンデレン語）話者の言語を基軸

とした対立で知られるベルギーは、多言語国家の典型例または代表例とされる（原 

2005: 3）1。では、そこでもちいられる「多言語国家」にはどのような意味が込められ
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ているのだろうか。

「多言語主義（multilingualism, plurilingualism2）」という用語は、多言語である

ことの認識としての「状況」と、それに対する規範的要請としての「主義」という、

ことなる 2 つレベルの意味をもつことが指摘されている（佐野 2004: 41）。ただし、

多言語「状況」という現象は、程度の差はあれ、世界中であまねく観察される現象で

あり 3、前者の意味では大半の国家が多言語国家となる。そこで後者の意味が重要と

なってくる。国内に存在する多言語「状況」を積極的にみとめる、またはそうした「状

況」に肯定的な価値づけをおこなう国家という意味である。3 つの公用語をもつベル

ギーは、後者の意味でも多言語国家ということになる。

さて、その「多言語国家」ベルギーにかんして、2007 年 4 月、以下のようなニュー

スが報道された 4。それは、北部フラーンデレンのリンブルフ州の主要都市ヘンク

（Genk）にある自動車部品会社 HP Pelzer が、従業員に工場や社員食堂など敷地内で

のオランダ語以外の言語の使用を禁じたというものであった。全 125 人の従業員のう

ち 70% が外国に出自をもつなか、違反が発覚し 3 度警告をうけると解雇もありうる

という厳しいものであった。

あくまで一私企業の社内規定ではあるが、そこに「多言語（主義）国家」という用

語が喚起しがちな理想的イメージとは相反する状況がよみとれる。また、公的な言語

政策においても、異言語に対するきわめて不寛容な政策がおこなわれていることが指

摘されている（石部 2010; 2011a）。20 世紀の前半に、フランス語話者とオランダ語

話者の対立の解法として地域別一言語主義が導入されたが、その原則が徹底されれば

されるほど、異言語への寛容さは犠牲となる現状にある。

本稿では、こうした地域別一言語主義の硬直化が進むベルギーにおいて、言語

問題についての権限を排他的に有する連邦構成体のひとつである「共同体（蘭

Gemeenschap / 仏 Communauté）」が、それぞれどのように多言語主義をとらえて

いるのかを明らかにする。とりわけ、「向こうがわの共同体はほとんど外国も同然」

（Dewachter 1996: 136）といわれるなかで、両者の断絶をうめる役割が期待される

第 2 言語教育を考察の対象とする。

2．共同体による言語教育

第 2 言語教育をふくむベルギーの言語教育に関しては、近年、日本でもおおくの研

究が発表されている（福島 2010; 西尾・金田 2010; 川村 2009; 櫻井 2005）。ただし、



─ 2 ─

『言語政策』第 7 号　2011 年 3 月

─ 3 ─

これらの研究は、たとえば『ヨーロッパ言語共通参照枠（CEFR : Common European 

Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment）』や移民

問題などへの関心から、学習評価やイマージョン教育、バイリンガル教育（CLIL: 

Content and Language Integrated Learning）、 出 身 国 の 言 語 文 化 教 育（LCO: 

Langue et Culture d’Origine）などの制度に重点がおかれている。これらの教育制度

は、たしかに時代のながれに呼応したあたらしいこころみではあるが、すくなくとも

現在のところは、まだ「特例」的な制度にとどまっている。

そこで本稿では、もっともおおくの児童・生徒 5 を対象とする第 2 言語教育に対象

を絞って論じる。フランス語共同体 6 とフラーンデレン共同体について、どのような

言語が第 2 言語として課されているのか、またそうした制度がどのようにつくられて

きたのかという問題である。

2.1. 言語教育制度の法的枠組み

1830 年の独立以来ながらく、ベルギーでは教育は中央政府の管轄下におかれ、ひ

とりの教育大臣が教育行政をになってきた。それが 1961 年、憲法の改正をともなう

国家再編にさきだち、ふたりの大臣が任命され、それぞれフランス語圏（およびドイ

ツ語圏）の教育とオランダ語圏の教育を担当することになった。また、1970 年の憲

法改正で、「文化共同体」（現在の「共同体」の前身）が創設されたことで、それぞれ

の域内における教育に関する決定権は、上下院議員により構成される言語別の文化評

議会（蘭 Cultuurraad / 仏 Conseil culturel）へうつされた（第 59 条の 2）。

さらに 1988 年の憲法改正で、1989 年 1 月 1 日より教育に関する権限が共同体に完

全に委譲されることが決定され、各共同体政府の大臣がその責を負うこととなった（教

育の共同体化）。現行の憲法では、以下のように、教育は共同体の専管事項であること

と、教育における使用言語の決定をそれぞれの共同体の権限でおこなえることが規定

されている 7。

第 127 条［共同体の権能］

§1　1　フランス語共同体およびフラーンデレン共同体議会は、それぞれの自ら

に関して、共同体法をもって、以下について規律する。（…）

　　二　教育、ただし次のものを除く、

　　　　a　義務教育の開始と終了の決定

　　　　b　学位授与の最低条件
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　　　　c　［教員の］年金制度

第 129 条［言語の使用］

§1　フランス語共同体およびフラーンデレン共同体議会は、それぞれ自らに関

して、共同体法 8 により、連邦立法者を除く以下のための言語の使用を規律する。

（…）

　　二　公権力により設置され、助成されまたは認可された施設における教育

義務教育の年限などの教育制度の大枠は国家全体に共通である。1983 年 6 月 29

日の連邦法で、6 歳より 18 歳までの 12 年間が義務教育とされている（MB/BS 

1983.7.6）。義務教育は初等教育（蘭 lager onderwijs / 仏 enseignement primaire）

および中等教育（蘭 secundair onderwijs / 仏 enseignement secondaire）により構

成され、共同体ごとの学校制度は第 1 図のようになる。
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（出典：西尾・金田（2010: 27）より一部抜粋）　  　　

第 1図：ベルギーの教育制度
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2.2. 教育における使用言語：1963 年の法律

教育における使用言語の決定は各共同体の権限とされている。その原則は（文化）共

同体の設立以前の 1963 年 7 月 30 日に成立していた「教育における言語制度に関する

法律」（MB/BS 1963.8.22）によってしめされ、それが現在もうけつがれている 9。教

育における使用言語には「教授言語」と「学習言語」があるが、それぞれ法律のなか

で「教育の言語（蘭 onderwijstaal / 仏 langue de l’enseignement）」、「第 2 言語（蘭

tweede taal / 仏 seconde langue [sic.]）」として規定されている。

まず前者については、以下のような原則である。

第 4 条　教育の言語は、オランダ語圏ではオランダ語、フランス語圏ではフラン

ス語、ドイツ語圏ではドイツ語である。

第 5 条　首都ブリュッセル地域においては、教育の言語は、［家長が当該地区に

居住する場合はその選択にしたがい］10、フランス語またはオランダ語のいずれか

とする。

教授言語は、第 2 図にあげる言語圏（蘭 taalgebied / 仏 région linguistique）ごと

に、それぞれの地域の言語であることが規定されている（おおむねオランダ語圏はフ

ラーンデレン共同体、フランス語圏はフランス語共同体、ドイツ語圏はドイツ語話者

共同体に対応する）11。こうした教授言語についての地域別の単一言語主義の原則は

現在も維持されている。なお、ブリュッセル二言語併用圏では、フラーンデレン共同

体とフランス語共同体がそれぞれみずからの言語を教授言語とする学校を監督する。
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つぎに、第 2言語として規定される科目としての学習言語は、オランダ語圏ではフラン
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オランダ語が第 2言語教育で教えることができる言語とされた（第 11条）。 

そのうちブリュッセルおよび現在の言語特例自治体12では、第 3学年から第 2言語教育

が義務とされていたが（第 10条）13、フランス語およびオランダ語圏では、第 5学年より

週 3時間を限度としておこなうことが認められたにすぎなかった（第 9条）。1963年当時

は、初等教育における第 2言語の教育は義務とはされていなかった。 
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3. フランス語共同体の第 2言語教育政策 

3.1 第 2 言語教育の義務化と選択言語の複数化 

前述のように、1963年の連邦法は、フランス語圏の初等教育において、選択科目として

の第 2言語教育の実施の可能性を認め、オランダ語のみを学習言語と規定した。しかし、
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つぎに、第 2 言語として規定される科目としての学習言語は、オランダ語圏ではフ

ランス語、フランス語圏ではオランダ語、ドイツ語圏においては、ドイツ語学校では

フランス語、フランス語学校ではドイツ語だけが（第 9 条）、またブリュッセルでは

フランス語かオランダ語が第 2 言語教育で教えることができる言語とされた（第 11

条）。

そのうちブリュッセルおよび現在の言語特例自治体 12 では、初等教育の第 3 学年か

ら第 2 言語教育が義務とされていたが（第 10 条）13、フランス語圏およびオランダ語

圏では、第 5 学年より週 3 時間を限度としておこなうことがみとめられていたにすぎ

なかった（第 9 条）。1963 年当時、初等教育における第 2 言語教育は義務ではなかった。

この法律は教育に関する権限が共同体に委譲された現在も効力を有しているが、各

共同体がみずからの特性にあわせて独自の改正をおこなっている。特に、フランス語

共同体では、フラーンデレン共同体と比較してよりはやい時期から、初等教育におけ

る第 2 言語教育についての制度変更がおこなわれてきた。

3．フランス語共同体の第 2言語教育政策

3.1. 第 2 言語教育の義務化と選択言語の複数化

前述のように、1963 年の連邦法は、フランス語圏の初等教育において、選択科目

としての第 2 言語教育の実施をみとめ、そこでの学習言語をオランダ語のみと規定し

た。しかし、1970 年の（文化）共同体の設立以降、フランス語圏では第 2 言語教育

の制度に変更がくわえられてきた。ひとつは第 2 言語教育で選択できる学習言語の「複

数化」、もうひとつは第 2 言語教育の「義務化」であった。

まず、1975 年 1 月 30 日の共同体法をもって、各言語圏における学習言語を規定し

ていた 1963 年の法律の第 9 条が一部改正された（MB/BS 1976.3.20）。これにより、

当初の「フランス語圏においては［第 2 言語は］オランダ語である。ただし、［ドイ

ツ語圏とルクセンブルク大公国に隣接する］ヴェルヴィエ郡、バストーニュ郡、アル

ロン郡ではドイツ語とすることも可能である」との文言は、「フランス語圏では、オラ

ンダ語、ドイツ語、または英語である」におきかえられた。

この改正法の趣旨は、フランス語圏の初等教育における第 2 言語教育の学習言語の

複数化であった。こうした決定の背景はあとでふたたびみるが、いずれにしても、こ

れによりフランス語（文化）共同体では（ブリュッセルをのぞいて）、国内におけるも

うひとつの公用語であるオランダ語が特権的な地位からはずされることになった。
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また、教育が完全に共同体の専管事項となった後の 1998 年 7 月 13 日に、あらた

な共同体法が可決されている（MB/BS 1998. 8.28）。この共同体法はイマージョン教

育を導入した法律としてしられているが、それまでブリュッセルをのぞいて義務とは

されていなかった第 2 言語教育を、フランス語圏全域で週 2 時間を限度として第 5 学

年から必修とするものでもあった（第 7 条）

3.2. 第 2 言語としてのオランダ語

それでは、上述のようなフランス語共同体における第 2 言語教育の制度が変更され

たことで、実際に第 2 言語として学習される言語にどのような変化が生じたのだろう

か。フランス語共同体の情報統計局による教育報告書を資料として、オランダ語の選

択比率の変遷に着目しながら、フランス語圏における第 2 言語学習の近年の状況をみ

てみよう。

なお、ブリュッセルの初等教育では、イマージョン教育などの「特例」をのぞいて、

原則としてフランス語系の学校にかようすべての児童が第 2 言語としてオランダ語を

選択していることになるために、ここではフランス語圏のみを対象とする。

3.2.1. 年代によるオランダ語選択者の変遷

まずは、1990-1991 年度から 2007-2008 年度までの 20 年弱の期間について、第 2

言語としてのオランダ語の選択者数の変遷をみてみよう。このあいだ、1998 年には

第 2 言語教育が義務化され、2004-2005 年度からは初等教育の第 1 学年から第 2 言語

の選択が可能となり、全児童に対する第 2 言語履修者の比率は上昇してきた（第 1 表）。

第 1表：初等教育の全児童に対する第 2言語履修者の比率
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第 3図：初等教育における第 2言語選択比率の変遷 

 

まず、1998年の第 2言語教育の義務化にともない、1999-2000年度から、第 2言語の

選択者がおおはばに増加しているのが確認できる。とはいえ、オランダ語の選択者自体の

増加はみられない。ここから、第 2言語学習が義務でなければその科目を選択していなか

ったであろうと推測される児童たちが、義務化を期に、英語を選択したというながれが看

取できる。いいかえるならば、オランダ語の学習に必要性をかんじている層は、第 2言語

学習が必修であろうとなかろうと、義務化以前にすでに選択科目としてオランダ語を学習
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29.17% 31.13% 38.42% 39.61% 40.20% 42.59% 41.12% 50.06% 49.37% 48.34% 48.26%

96.72% 96.13% 95.02%
93.83%

93.05% 90.89% 66.13% 63.52% 62.54% 63.23%
60.71% 60.79% 61.26% 61.47% 61.61%

0.09% 
0.84% 2.33% 

3.49% 

4.39%
6.82% 

32.17% 34.89% 35.59% 35.10%
37.56% 

37.37% 36.98% 36.82% 36.72%

3.19%
3.03% 2.65%

2.69%

2.56% 
2.29% 

1.70% 1.58% 1.86% 1.68%
1.73% 

1.84% 
1.76% 1.72% 1.68%

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

オランダ語 英語 ドイツ語

（出典：MCF（2001a; 2001b; 2002a; 2002; 2003; 2004; 
2005; 2006; 2007; 2008; 2009）をもとに筆者作成

つぎに、当初より第 2 言語の選択が可能であった初等教育の第 5 学年と第 6 学年に

ついて、第 2 言語として選択された言語ごとに、それを選択した児童数と比率をあら

わしたのが第 3 図である。
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（出典：MERF（1992; 1993; 1994; 1995）; MCF（2001a; 
2001b; 2002a; 2002; 2003; 2004; 2005; 2006; 

2007; 2008; 2009）をもとに筆者作成 14）

第 3図：初等教育における第 2言語選択比率の変遷

1998 年の第 2 言語教育の義務化にともない、1999-2000 年度から、第 2 言語の選

択者がおおはばに増加しているのが確認できる。とはいえ、オランダ語の選択者自体

の増加はみられない。ここから、第 2 言語学習が義務でなければその科目を選択して

いなかったであろうと推測される児童たちが、義務化を期に、英語を選択したという

ながれが看取できる。換言すれば、オランダ語の学習に必要性をかんじている層は、

第 2 言語学習が必修であろうとなかろうと、義務化以前にすでに選択科目としてオラ

ンダ語を学習していたのである。

また、それぞれの言語の選択比率のおおきなながれとしては、1990-1991 年度から

一貫して、オランダ語とドイツ語を選択する児童が逓減傾向にあることが指摘できる。

それに対して、英語を選択する児童の数は逓増している。90 年代の初頭には、英語の

選択はきわめてまれであったが 15、それは当時まだ英語の必要性がかんじられていな

かったというわけではなく、英語の授業を提供する学校の不足が原因であったとされ

る 16。それが制度の充実とともに、また第 2 言語の義務化にしたがい、急激に履修者

をふやすことになったのである。
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3.2.2. 学年によるオランダ語選択者の変遷

さて、こうした第 2 言語としてのオランダ語選択の減少とそれと対をなす英語選択

の増加という現象、また第 2 言語学習の義務化をさかいとして英語選択者がおおはば

に増加するという現象は、なにも経年的に確認できるというものだけではない。それ

は学年の上昇に関連しても観察される。

第 2 表は、2007-2008 年度における、学年ごとの第 2 言語の選択者およびその比率

である。第 1 学年から第 4 学年までは、選択科目としての履修であり、学年の上昇に

つれ履修者の数は増加してはいるが、各言語の選択比率にそれほどおおきな変動はな

い。しかし、第 2 言語教育が義務化される第 5 学年になると、とりわけオランダ語と

英語のあいだで、その比率がおおきく変化している。

第 2表：初等教育における第 2言語選択（2007-2008 年度）

 6,796 84.63% 8,032 85.24% 9,570 83.98% 9,370 81.85% 23,706 62.00% 22,527 61.19%

 896 11.16% 1,056 11.21% 1,297 11.38% 1,546 13.50% 13,907 36.37% 13,648 37.07%

 338 4.21% 335 3.56% 529 4.64% 532 4.65% 621 1.62% 637 1.73%

42,558 18.87% 41,183 22.88% 39,718 28.69% 39,160 29.23% 39,438 96.95% 36,927 99.69%

1

＊全児童数とそれに対する第 2 言語教育の履修者の比率

（出典：MCF（2009）をもとに筆者作成）

オランダ語の学習に意欲的な（家庭の）児童は、そもそも義務化以前の段階からオ

ランダ語を選択し、そうでない児童は義務化にともない第 5 学年から英語を選択する

という、前節でえられたのと同様の傾向を指摘することができる。ただし、こうした

低学年におけるオランダ語のよりたかい選択比率は、上述の理由のほかに、近年のオ

ランダ語学習熱の上昇が反映されていると解釈する余地も残される。別の視点からの

分析が必要となる。

そこで、つぎに特定の入学年の児童に対象を限定して、学年の上昇とオランダ語選

択の関係をあらためて確認してみよう。第 3 表は、2001 年に初等教育に入学した児

童について、第 3 学年（2003-2004 年度）から中等教育の第 1 学年（2007-2008 年度）

まで、第 2 言語の選択の推移をまとめたものである。また、第 4 図はその比率につい

て視覚化したものである。飛び級や留年制度のため、年度ごとの児童・生徒数は一定

ではないが、その大部分は 2001 年度の初等教育入学者とかんがえることができる。
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第 3表：2001 年度入学者の第 2言語選択の推移

 オランダ語 7,546 87.15% 9,442 85.34% 23,456 61.66% 21,803 61.41% 19,165 48.73%
 英語 587 6.78% 1,109 10.02% 13,924 36.60% 13,079 36.84% 19,285 49.03%
 ドイツ語 526 6.07% 513 4.64% 663 1.74% 624 1.76% 882 2.24%

2007-2008年度

中等教育

1年

2003-2004年度

初等教育

6年5年4年3年

2004-2005年度 2006-2007年度2005-2006年度

8,659 1 11,064 1 38,043 1 35,506 1 39,332 1
初等3 初等4 初等5 初等6 中等1

60%

70%

80%

90%

100%

オランダ語

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

初等3 初等4 初等5 初等6 中等1

オランダ語

英語

ドイツ語

（出典：MCF（2005; 2006; 2007; 2008; 2009）をもとに筆者作成）

 オランダ語 7,546 87.15% 9,442 85.34% 23,456 61.66% 21,803 61.41% 19,165 48.73%
 英語 587 6.78% 1,109 10.02% 13,924 36.60% 13,079 36.84% 19,285 49.03%
 ドイツ語 526 6.07% 513 4.64% 663 1.74% 624 1.76% 882 2.24%

2007-2008年度

中等教育

1年

2003-2004年度

初等教育

6年5年4年3年

2004-2005年度 2006-2007年度2005-2006年度

8,659 1 11,064 1 38,043 1 35,506 1 39,332 1
初等3 初等4 初等5 初等6 中等1

60%

70%

80%

90%

100%

オランダ語
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40%

50%

60%

70%

初等3 初等4 初等5 初等6 中等1

オランダ語

英語

ドイツ語

（出典：MCF（2005; 2006; 2007;
2008; 2009）をもとに筆者作成）

第 4図：2001 年入学者の第 2言語の変遷

表および図からは、さきほどと同様に、またはさきほどよりもさらに明確に、学年

の上昇にともないオランダ語の選択割合が減少する傾向を確認することができる。さ

らに、オランダ語選択の減少、およびその反面としての英語選択の増加の画期が、第

2 言語学習が必修となる初等教育第 5 学年時（図中の「初等 5」）だけではなく、中等

教育への進学時（図中の「中等 1」）にもあることもよみとれる。

中等教育における言語教育は、第 1 学年からオランダ語、英語、ドイツ語の 3 つの

「現代語」のいずれかを履修することが義務となっており、選択言語は初等教育の第 5

学年と第 6 学年で選択した言語をひきつづき学習することが原則とされている（1998

年の共同体法第 69 条）17。ただし、家長または親権者のもうしでにより、別の言語を

選択することもみとめられている（Eurydice 2009a: 148）。実際に、第 4 図からは、

中等教育への進学を機に、第 2 言語をオランダ語から英語へきりかえる生徒の存在が

予想される。
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中等教育の第 1 学年の時点で、このように第 2 言語としてのオランダ語の履修を中

止する学生の数は年度によってことなるが、それでもオランダ語の選択者が減少し、

英語の選択者が増加するという構造自体は毎年同様に観察される（第 4 表）。

第 4表：中等教育進学時における言語選択者数の増減

10 
 

第 4表：中等教育第 1学年における言語選択の増減 
 

 
 

（出典：MCF（2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009）をもとに筆者作成） 
 

利用できる資料からは両者の対応関係を厳密にしることはできないが、もうひとつの現

代語として提供されているドイツ語の選択者数の相対的なすくなさを考慮すると、中等教

育への進学を機に、オランダ語から英語へと選択を変更する学生が、毎年数千人の規模で

しょうじていると解釈することができるだろう。 

 

3.3オランダ語を学習しない層の存在 

統一国家時代の 1963 年の連邦法によってオランダ語と規定されていたフランス語圏に

おける第 2 言語は、1970 年代以降の教育の共同体化のうごきにともない、オランダ語と

英語、ドイツ語の三言語からの選択となった。また、1989年からは、初等教育においても

第 2言語の学習が義務化されるという制度的な変更もおこなわれた。それにより、近年の

傾向として、次第にオランダ語にかわり英語を第 2言語として選択する児童の比率がたか

まってきていることを確認した。 

また、初等教育の低学年の段階で選択科目として第 2言語として選択される言語は、あ

いかわらずオランダ語が優勢ではあるものの、学年があがるにつれて、英語が選択される

割合がたかまることも数字から確認できた。なかでも、第 2言語学習が義務となる初等教

育第 5学年時、および中等教育進学時の 2つの時期に、オランダ語の選択比率がおおはば

に減尐することが明らかになった。 

以上のような制度変更がもたらした影響、とりわけオランダ語選択の非義務化により、

フランス語圏（ブリュッセルを除くフランス語共同体）において、初等・中等教育におい

て、国家のもうひとつの（それも最大の話者数をかかえる）公用語であるオランダ語を学

習しない児童・生徒が全体のおおきな割合をしめるにいたっている。 

具体的に 2007-2008 年度を例にその割合をみてみると、フランス語圏の初等教育では、

全学年でみれば全児童数のうちオランダ語を学習している児童は 33.48%にすぎず、第 5、

6学年に限ってみても、オランダ語を学習している児童は 60.54%（英語は 36.08%）であ

る。 

また、中等教育ではその比率はさらにひくくなる。複数の言語の履修が可能であるため、

対象を第 3 現代語（フランス語以外の 3 つ目の言語）まで範囲をひろげてもみても、

2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008
 オランダ語 ▲ 5,149 ▲ 3,870 ▲ 3,651 ▲ 3,227 ▲ 2,638
 英語 6,138 6,097 5,711 5,773 6,206

（出典：MCF（2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009）をもとに筆者作成）　     　　　

利用できる資料からは両者の対応関係を厳密にしることはできない。しかしもうひ

とつの現代語として提供されているドイツ語の選択者数の相対的なすくなさを考慮す

ると、中等教育への進学を機に、オランダ語から英語へと変更する学生が、毎年数千

人の規模でしょうじていると解釈することができるだろう。

3.3. オランダ語を学習しない層の存在

統一国家時代の 1963 年の連邦法によってオランダ語と規定されていたフランス語

圏における第 2 言語は、1970 年代以降の教育の共同体化にともない、オランダ語と

英語、ドイツ語の 3 つの言語からの選択となった。また 1989 年には、初等教育にお

いても第 2 言語の学習が義務化されるという制度的な変更もおこなわれた。それによ

り、近年の傾向として、次第にオランダ語にかわり英語を第 2 言語として選択する児

童の比率がたかまってきていることを確認した。

また、初等教育の低学年の段階で選択科目として第 2 言語として選択される言語は、

あいかわらずオランダ語が優勢ではあるものの、学年があがるにつれて、英語が選択

される割合がたかまることも数字から確認できた。なかでも、第 2 言語学習が義務と

なる初等教育第 5 学年進級時、および中等教育進学時の 2 つの時期に、オランダ語の

選択比率がおおはばに減少することが明らかになった。

以上のような制度変更がもたらした影響、とりわけオランダ語選択の非義務化によ

り、フランス語圏（ブリュッセルを除くフランス語共同体）において、初等・中等教

育において、国家のもうひとつの（それも最大の話者数をかかえる）公用語であるオ

ランダ語を学習しない児童・生徒が全体のおおきな割合をしめるにいたっている。

具体的に 2007-2008 年度を例にその割合をみてみると、フランス語圏の初等教育で
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は、全学年でみれば全児童数のうちオランダ語を学習している児童は 33.48% にすぎ

ず、第 5、6 学年にかぎってみても、オランダ語を学習している児童は 60.54%（英語

は 36.08%）である。

また、中等教育ではその比率はさらにひくくなる。複数の言語の履修が可能であるた

め、対象を第 3 現代語（フランス語以外の 3 つ目の言語）まで範囲をひろげてもみても、

2007-2008 年度にオランダ語を学習している生徒は全体 49.53% となり、過半数をした

まわる（第 5 表）。この割合からみるかぎり、義務教育の期間を通して一度もオランダ

語を学習しない児童・生徒が、無視できない割合で存在することが指摘できる。

第 5表：中等教育における「近代語」選択の内訳
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2007-2008 年度にオランダ語を学習している生徒は全体 49.53%となり過半数をしたまわ

る（第 5 表）。この割合からみるかぎり、義務教育の期間を通して一度もオランダ語を学
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                 （出典：MCF（2009）をもとに筆者作成） 
 

4. フラーンデレン共同体における第 2言語教育政策 

それでは、第 2言語教育の義務化と選択可能な言語の複数化によって、オランダ語学習

の機会の減尐をまねいているフランス語共同体に対して、フラーンデレン共同体では初等

教育および中等教育では、いかなる第 2言語教育政策がなされているのだろうか。 

フラーンデレン共同体は、長らく 1963 年の法律でしめされていた「教育における言語

制度」を変更することなく、それにしたがってきた。つまり、教授言語はオランダ語、第

2言語はフランス語のみであり、それはブリュッセルでは第 3学年度より必修科目、それ

以外のオランダ語圏では第 5学年より選択科目とされてきた。 

こうしたフラーンデレン共同体における第 2言語教育の制度は、21世紀を迎えておおき

な変更がくわえられることになった。2004 年 5 月 7 日に可決された共同体法（MB/BS 

2004.10.15）によって、1997年 2月 25日に成立していた基礎教育（basisonderwijs、就

学前教育と初等教育をふくむ教育体制）に関する法律（MB/BS 1997.4.17）の第 43 条の

第 1項は、「「フランス語」科目は通常初等教育の第 5学年および第 6学年において義務で

ある」との文言でおきかえられた18。 

こうした改正は、フランス語共同体の1998年の共同体法の趣旨と同一のものであるが、

2002 年にバルセロナで開催された欧州理事会の議長声明でしめされた「母語プラス 2 言

語」と「外国語教育の早期化」の指針（European Council 2002: 19）が、その直接の契機

であったとされる（Vandenbroucke 2007: 30）。とはいえ、それ以前から、フラーンデレ

ンでは大半の学校ですでにフランス語が第 2言語として学習されていた（Eurydice 2009b: 

141）。この法律改正は現状を法的に追認したものにすぎなかった。 

また、フランス語共同体のそれとはことなり、初等教育における第 2言語教育の「義務

第1近代語 第2近代語 第3近代語 計 履修者／全生徒数

 オランダ語 106,249 28,743 113 135,105 49.53%
 英語 107,107 49,668 42 156,817 57.49%
 ドイツ語 4,481 4,005 1,511 9,997 3.67%
 スペイン語 0 2,858 5,120 7,978 2.92%
 イタリア語 0 192 261 453 0.17%

（出典：MCF（2009）をもとに筆者作成）　 　　　

4．フラーンデレン共同体における第 2言語教育政策

それでは、第 2 言語教育の義務化と選択可能な言語の複数化によって、オランダ語

学習の機会の減少をまねいているフランス語共同体に対して、フラーンデレン共同体

の初等教育および中等教育では、いかなる第 2 言語教育政策がおこなわれているのだ

ろうか。

フラーンデレン共同体は、ながらく 1963 年の法律でしめされていた「教育におけ

る言語制度」を変更することなく、それにしたがってきた。つまり、教授言語はオラ

ンダ語、第 2 言語はフランス語のみとするもので、ブリュッセルでは第 3 学年度より

必修科目、それ以外のオランダ語圏では第 5 学年より選択科目とされてきた。

こうしたフラーンデレン共同体における第 2 言語教育の制度も、21 世紀をむかえ

変更がくわえられることになった。2004 年 5 月 7 日に可決された共同体法（MB/BS 

2004.10.15）によって、1997 年 2 月 25 日に成立していた基礎教育（basisonderwijs、

就学前教育と初等教育をふくむ教育体制）に関する法律（MB/BS 1997.4.17）の第

43 条の第 1 項は、「「フランス語」科目は通常初等教育の第 5 学年および第 6 学年に
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おいて義務である」との文言でおきかえられた 18。

こうした改正は、フランス語共同体の 1998 年の共同体法の趣旨と同一のものであ

るが、2002 年にバルセロナで開催された欧州理事会の議長声明でしめされた「母語

プラス 2 言語」と「外国語教育の早期化」の指針（European Council 2002: 19）が、

その直接の契機であったとされる（Vandenbroucke 2007: 30）。とはいえ、それ以前

から、フラーンデレンでは大半の学校ですでにフランス語が第 2 言語として学習され

ていた（Eurydice 2009b: 141）。この法律改正は現状を法的に追認するものであった。

また、フランス語共同体のそれとはことなり、初等教育における第 2 言語教育の「義

務化」はおこなわれたものの、今日にいたるまで学習言語として選択できる言語は複

数化されていない。ブリュッセルもふくめたオランダ語圏においては、ひきつづきフ

ランス語が初等教育における唯一の第 2 言語として必修とされており、中等教育まで

一貫してフランス語が学習される構造が維持されている。

こうしたフラーンデレンにおけるフランス語の（とりわけ英語に対する）優位性に

ついて、川村（2009: 141-2）は、「ベルギー人の一体性の維持」、「フランス語と英語

の学習難易度の違い」、「経済的要因」の 3 つの要因を指摘している。いずれにしても、

重要なのは、オランダ語圏では児童・生徒が相手側の共同体の言語を義務としてまな

び 19、フランス語圏ではそうではないという現実である。

とはいえ、こうしたフラーンデレン共同体におけるフランス語の優遇に対して、異

論がないわけではない。たとえば、フラーンデレン政府の教育大臣 Pascal Smet が、

2010 年の「ヨーロッパ言語の日」（9 月 26 日）に、これからはフランス語のかわり

に英語をフラーンデレンにおける第 2 言語にするべきとの発言をおこないおおきな物

議をかもした 20。現教育大臣のこうした発言は、「フラーンデレンにおいては、フラン

ス語が第 1 外国語（eerste vreemde taal）21 である」とくりかえし発言していた前教

育大臣の Frank Vandenbroucke の立場からはかけはなれたものであった 22。

Smet の主張は、「英語がヨーロッパ全域で第 2 言語となるのはうたがいなく、それ

はフラーンデレンにおいても例外ではない。フランス語は世界中ではなされているわ

けではないが、それに対して英語は世界語（wereldtaal）となりつつある」情勢では、

フラーンデレンの若者の将来のためには、「リングァ・フランカ」である英語の習得が

不可欠となるというものであった。ただし、フランス語がもはや必要ないということ

ではなく、あくまで「優先度」の問題であるともつけくわえている。

現職の教育大臣による英語の第 2 言語化の提案は、フラーンデレンにおけるフラン

ス語の優位性を「過去の遺産」とみる一部の政党からの支持をとりつけたが 23、全体
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としてはおおくの批判がよせられた。フラーンデレン政府首相の Kris Peeters が、こ

うした見解がフラーンデレン政府の共通認識ではないことを明言したことで 24、議論

はひとまずおちつきをみせた感があるが、ちかい将来再燃する可能性は否定できない。

5．理念型多言語主義と現実型多言語主義

では最後に、それぞれの共同体の第 2 言語教育についての政策を、多言語主義との

関係でまとめてみよう。フランス語共同体とフラーンデレン共同体における第 2 言語

教育の現状を比較することで、国内のもうひとつの公用語を学習しない児童・生徒が

制度的に存在するフランス語共同体と、法律上はすべての児童・学生が国内のもうひ

とつの公用語を学習するフラーンデレン共同体という対比が明確にしめされた。

ただし、ここからいずれかの共同体における政策が多言語主義的であり、他方の共

同体の政策が多言語主義的ではないとの結論をみちびくことはできない。なぜならば、

言語の多様性に対して肯定的な価値づけをおこなっていることについては、両共同体

に共通であるためである。フランス語共同体は共同体の設立以後、域内の言語多様性

の保護を政策のはしらとしている（石部 2011a: 245-52）。他方排他的な言語政策が指

摘されているフラーンデレン共同体でも、域内の多言語性は共同体の「切り札」とさ

れ、「言語が障壁とならないフラーンデレン」がしばしば強調されている（De Wilde 

2010: 2）。

また、域内の多言語性が重視される一方で、共同体の公用語の十分な習得が「前提」

とされている点も共通している。いずれの共同体も、教授言語は共同体の公用語のみ

とする原則はかわらず堅持している（イマージョン教育などはあくまで共同体政府の

認可を必要とする特例である）。フラーンデレン共同体では、初等教育における第 2

言語としてのフランス語の到達目標がひくいレベルに設定され（川村 2009）、フラン

ス語共同体でも、教育目標にフランス語の習得が明記されていることからも、それは

理解できる。

それでは、上記のように同様の政策指針をもちながらも、国内のもうひとつの公用

語の教育に対する立場がことなるのはどのような理由からであろうか。そこには、両

共同体の多言語主義のとらえかたのちがいがある。

国内のもうひとつの公用語の学習を義務として課さないフランス語共同体の教育制

度も、児童・生徒がみずからの意志によって選択できる言語学習の機会を提供すると

いう意味においては、すぐれて多言語主義的である。第 2 言語の選択肢の複数化を目
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的とする法案の提出者が、「第 3 の文化共同体の言語」であるドイツ語や「国際言語」

である英語を排除することは、「非論理的」であり「差別」であると述べているように、

この制度が多言語主義の観点からもたらされたものであることはうたがいない（CRI 

1975.1.21: 4）。

こうした、あらゆる言語変種が平等に共存するべきとする「理念」としての多言語

主義のとらえかたは、内発的地域語（1990 年）や手話（2003 年）の公的公認にみら

れるように、公用語以外の多様な言語変種の保護に関心がむけられるという利点もあ

る。しかしそれは、多言語「状況」にある国家における国民間の相互理解という観点

からは、けっして理想的な状況にあるとはいえない。理念が先行してゆきすぎること

があれば、国内の言語の軽視につながる危険性も否定できない。

一方で、フラーンデレン共同体の提供する教育制度は、中央集権国家時代に規定さ

れた相互学習主義的な思想を踏襲しているが、そもそもそれはそれぞれの言語圏がた

がいに相手側の言語を義務として学習することで、国内の融合をめざす、つまり多言

語主義的な目的からつくられたものであった。しかし、そうした制度も児童・生徒の

第 2 言語の選択範囲を制限しているという点では、フランス語共同体的な多言語主義

とはあいいれないものである。

こうした背景には、フラーンデレン共同体にとって、無関心ではいられない国内の

言語、フランス語の存在がある。その現実をうけいれなければ政策をおこなうことが

できず、したがって、みずからの域内の単一言語主義を確固たるものとしたうえでの、

現実型多言語主義がめざされる。換言すれば、無条件に言語の選択をみとめるような

政策では、フランス語の流入を無条件に容認してしまうことにもつながりかねないの

である。第 2 言語の選択肢を複数化しないからこその多言語主義といえる。

フランス語共同体とフラーンデレン共同体が、ともに言語多様性に肯定的な価値を

あたえながらも、ことなる第 2 言語教育を展開しているのは、うえでみたようなそれ

ぞれ「理念型多言語主義」と「現実型多言語主義」とでもよべるような、ことなる多

言語主義観にもとづいて言語（教育）政策をとりおこなっているためである 25。

6．おわりに

本稿では、ベルギーのフランス語共同体とフラーンデレン共同体の初等・中等教育

で提供される第 2 言語教育について、制度の変遷とそれによりもたらされた現状を確

認し、そこからそれぞれの共同体がもっている多言語主義観を探った。
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フラーンデレン共同体では、中央集権国家の時代に導入された相互学習主義的な第

2 言語教育の制度が維持され、原則としてすべての児童・生徒がもうひとつの公用語

であるフランス語を学習している。それに対して、フランス語共同体では、第 2 言語

教育における学習言語を複数化したことで、現在、もうひとつの公用語であるオラン

ダ語の選択者数が減少してきている。

こうした共同体による第 2 言語教育のちがいの背景には、いずれの共同体も多言語

主義を標榜していながらも、また、いずれの共同体もみずからの地域の公用語の習得

を教育の第一としながらも、それぞれの共同体の多言語主義のとらえかたにちがいが

存在することを明らかにした。それは「理念型多言語主義」と「現実型多言語主義」

とにわけられるような 2 つの見方であり、多言語主義に国内の言語のあつかいかたと

いう視点をくわえることでえられるものである。

無論、あくまで両者は別個に独立して存在するものではなく連続体として存在する。

ただし、理念型多言語主義がゆきすぎれば、国内でたがいの言語をまなびあう機会を

減少させ、国内言語の相互学習をかいした相互理解の深化が阻害されることは、フラ

ンス語圏における第 2 言語教育の現状がしめしている。このことは、これまで主流で

あったような、あらゆる言語が平等であるとの言語認識にもとづく多言語主義がもた

らすひとつの陥穽をしめしてくれる。

おそらくそれは、ベルギーのような公用語が複数存在する国家にのみ有効な視点で

はなく、そのほかの国や地域でも適用可能なものであろう。世界の大半の国々におい

て、多言語「状況」が常態なのであり、国内言語に「優先権」をあたえる制度、すな

わち言語の完全な平等を理想として追求するのではなく、それぞれの国や地域にそく

した言語の「階層化された共存」を前提とする制度の構築が重要となるためである。

たとえば、日本に関していえば、近隣諸国の言語や国内の言語多様性についての学習・

理解に優先権をあたえる制度の構築ということになるだろう。

「ベルギーの言語教育を通して、日本が汲み取ることのできる示唆」（西尾・金田 

2010: 37）があるとするならば、そこには制度的・技術的な側面だけではなく、こう

した多言語主義のとらえかたの転換もふくまれるだろう。また、ベルギーの言語政策

について「グローバル化時代の多言語世界を前に変容を迫られ」ているのであれば、

それは地域別単一言語主義の原則（のゆらぎという現象）よりも、こうした多言語主

義のとらえかたの方であろう。
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注

1）ベルギーが言及される際には、「多言語国家」があたかも枕詞のようにもちいられ

ることがおおいという事実からもそれはうかがえる。こうした傾向は研究論文の

表題においても同様であり、しばしば「多言語国家ベルギー」というフレーズが

もちいられる（狩野 2007; 畑・畑 2005 など）。

2）『ヨーロッパ言語共通参照枠（CEFR）』の定義により、「多言語主義（multilingualism）」

と「複言語主義（plurilingualism）」の使い分けがなされるようになってきてい

るが、本稿の文脈では両語を使い分ける必要がない（と筆者が判断する）ため

に「多言語主義」をもちいる。両語は、フランス語では « multilinguisme » および  

« plurilinguisme » と区別されてもちいられているが、オランダ語では一般的にと

もに‘meertaligheid’が使用されている。ちなみに、オランダとベルギー共通の公

的言語機関「オランダ語言語同盟（Nederlandse Taalunie）」による CEFR の公認

翻訳では、それぞれ「「社会的」多言語主義（‘sociale’ meertaligheid）」と「「個人

的」多言語主義（‘individuele’ meertaligheid）」というような分析的な表現がもち

いられている（Nederlandse Taalunie 2008）。 

3）たとえば、Ethnologue（2009）は、「言語の数」とそれぞれの言語の「話者数」を

変数とする Joseph Greenberg（1956）の言語多様性指数をもちいて、国家・地域

を指数順にならべた表を提示している。この表によれば、世界の 224 のうち 219

の国家・地域で複数の言語がもちいられている。ベルギーは 45 位に位置づけられ

ており、さらにそのうえに 44 の多言語「状況」国家・地域が存在することになる。

ちなみに、日本は 202 位で下からかぞえた方がはやいが、それでも、それが近年

の現象であるのかいなかはとりあえずおいても、決して「単一言語国家」ではな

いことは現在では周知の事実である（河原・山本 2004）。

4）‘Geen Turks op werkvloer en in refter’, De Standaard, 2007.4.19.; ‘Geen moord en 

brand schreeuwen’, De Standaard, 2007.4.19.;  « Néerlandais obligatoire à l’usine et 

au réfectoire », Le Soir, 2007.4.19.

5）本稿では、日本の学校教育法における用法にしたがい、小学校の課程に在籍する

者を「児童」、中学校の課程に在籍する者を「生徒」とよぶことにする。

6）2011 年 4 月 4 日から「ワロニー・ブリュッセル連盟（Fédération Wallonie-Bruxelles）」

と名称を変更するとの方針が発表された。ただし、本稿執筆の時点ではまだ議会の

承認がなされていないことから本稿では旧名称をもちいることにする。

7）憲法の邦訳は武居（2000）を参照している。ただし、共同体名は本稿の用語法に
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したがっている。

8）「共同体法（蘭 decreet / 仏 décret）」は（文化）共同体および地域における法律であり、

連邦レベルの「連邦法（蘭 wet / 仏 loi）」に対応する。なお、首都ブリュッセル地

域の法律はとくに「オルドナンス（蘭 ordonnantie / 仏 ordonnance）」とよばれる。

9）ドイツ語話者共同体については、2004 年 4 月 19 日の共同体法第 50 条をもって、

当法律は廃止されている（MB/BS 2004.11.9）。

10）括弧内の文言は、1971 年 7 月 26 日の連邦法（MB/BS 1971.8.24）によって改正

された。当初、当該箇所は「生徒の母語または日常語にしたがい」とされていた。

11）前身の文化共同体の時点では、それぞれ「オランダ語文化共同体」、「フランス語

文化共同体」、「ドイツ語文化共同体」であったが、権限拡大による「共同体」へ

の改編を機に、フラーンデレン共同体を「民族名」を、その他 2 つの共同体は「言

語名」を重視した非対称な名称に変更された。なお、‘Vlaamse Gemeenschap’ は

フラーンデレン「語」共同体と訳出することもことばのうえでは可能であるが、

現在、公用語名はあくまで「オランダ語」であり、公的には「フラーンデレン語」

の用語は用いられていないため、フラーンデレン共同体とする。ドイツ語圏とド

イツ話者語共同体の領域については石部（2011b）を参照。

12）言語特例（蘭 taalfaciliteiten / 仏 facilités linguistiques）とは、領域を言語で区切る

うえで、言語境界線付近で必然的に浮上する言語的少数者への配慮である。境界線

付近に 27（教育だけに特例がみとめられている自治体をふくめると 30）の言語特例

が付与された自治体が存在し、そこでは、行政サービス、初等教育、裁判で当該の

地域の言語にくわえて、少数派の言語をもちいる権利がみとめられている。

13）さらに 1971 年 7 月 27 日の連邦法（MB/BS 1971.10.22）によって、ブリュッセ

ルにおける第 2 言語教育は、初等教育の第 1 学年から週 2 時間を限度として、選

択科目としておこなうことがみとめられている。

14）1990-1991 年度から 1996-1997 年度までは、ブリュッセルとブラバン（・ワロン）

州のニヴェル郡が同一の項目として報告されている。ここではブリュッセルを除

くために、ブリュッセルの総児童数を 3 で割った値、すなわち 2 学年度分の推定

値を、第 2 言語としてオランダ語を選択した児童の数から引いた値をもちいている。

15）1990-1991 年度、フランス語圏全体で英語を第 2 言語として選択したものの数は

わずか 61 人にすぎなかった。

16）1975 年の法律により、第 2 言語の選択肢がふえたのちもながらく、複数の言語の

教育を実施できる環境の整備はおくれた。第 2 言語として複数の言語からひとつ
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を選択できる学校の数はかぎられ、かつオランダ語のみの授業しか提供しない（で

きない）学校が多数を占めていた（川村 2009: 143）。

17）また、同法律の第 7 条では、初等教育の第 6 学年への進級時は、第 5 学年時に選

択した第 2 言語をひきつづき履修することが規定されており、第 2 言語の変更に

は大臣の許可が必要となる。

18）1997 年の法律の第 40 条は、初等教育で提供されるべき最低限の教育内容が規定

されているが、「体育」、「美術」、「算数」、「オランダ語」、「ICT」（2007 年より）

とならび、そこに「フランス語」が 2009 年よりつけくわえられている（MB/BS 

2009.8.29）。

19）英語およびそのほかの言語の学習の機会も、フランス語のつぎの言語として提供

されている。

20）‘‘Liever Engels dan Frans als tweede taal’: Vlaams onderwijsminister Pascal Smet 

lanceert taalbommetje’, De Standaard, 2010.9.26.

21）ここでは日本語の訳語の問題で、一般的な「外「国」語」としているが、フラン

ス語も当然おなじ「国」の言語である。

22）Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie, Commissiehandelingen, 

82 (2007-2008).

23）‘‘Onze jongeren moeten met Chinezen kunnen spreken’, Interview,’ De Standaard, 

2010.9.27.

24）‘Peeters: ‘Nederlands en Frans moeten hoofdbrok blijven’: CD&V hekelt ‘politics 

by announcement’ Smet’, De Standaard, 2010.9.27.

25）ある言語を学習するのか、しないのかにについては、その言語の「社会的な言語

表象」がおおきな役割をはたす（Beacco & Byram 2007: 44）。フラーンデレン共

同体がおこなっているような第 2 言語を固定する制度では、児童・生徒側の要望

が反映される余地はないが、その学習効果には影響をおよぼすことがかんがえら

れる。また、フランス語話者は、19 世紀の末より国内での二言語主義がめざされ

た時代には「フラーンデレン人たちがフランス語をまなぶのは当然とかんがえな

がらも、みずからがフラーンデレン語をまなぶなどとは微塵もおもっていなかっ

た」といわれるなど（Maroy 1966: 472）、伝統的にオランダ語の学習に異議をみ

いだしてこなかった。フランス語圏で第 2 言語として英語履修の増加がみられる

背景には、まさに言語表象の問題が存在するだろう。
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Multilingualism and/or reciprocal learning of 

neighbours’ languages in Belgium

ISHIBE Naoto

This study aims to examine the conceptions of multilingualism/plurilingualism 

in the two communities constituting the Belgian federal state: the Flemish 

Community and the French Community. To that end, I would like to analyse the 

second language education system at the primary and secondary school levels and 

the historical changes it brought about in each community.

The Flemish Community has consistently maintained a second language 

education system, which was introduced under the centralized administrative 

framework. Thus, as a rule, the community requires all Flemish students to learn 

another official language— French. On the other hand, after obtaining legislative 

competence over education, the French Community increased the number of 

language options for second language, which resulted in the decline in the number 

of Walloon schoolchildren who opted for Dutch as a second language.

The above difference between the two communities in their second language 

systems has roots in the conception of multilingualism in their respective 

communities. The Flemish Community’s ‘ideal multilingualism’ tends to sacrifice 

linguistic freedom, whereas the French Community’s ‘realistic multilingualism’ 

hinders a reciprocal learning of the neighbours’ language, which is essential for 

mutual understanding and for uniting the country.

(Tokyo University of Foreign Studies)
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